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事例４ 脳卒中後、⾼次脳機能障害を認め、治療と仕事の

両⽴に向けた検討を⾏った事例 
 

D さん 
治療の状況 企業の状況 

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

40 歳代 

男性 
脳出⾎ 薬物療法 中⼩企業 

正社員 
（製造業、 

⽣産⼯程職） 

嘱託産業医 

１名 

 

（１）事例の概要 

ア 基本情報 
D さんは、従業員数が 200 名ほどの製造業の企業に勤務する 40 歳代男性である。D

さんは製造２部に配属されており、ライン作業の中でプレス機器を操作して打ち抜き、曲

げ加⼯等を⾏うほか、鋼や銅などの被加⼯剤の運搬、製品の運搬作業にも従事している。

作業場は熱処理⼯程があり、夏場は冷房を⼊れても室温が 30 度以上になることがある。

⽴ち仕事が中⼼であり、体⼒的な消耗は⼤きい。職場の⼈間関係は良好であり、勤務経験

が⻑いこともあり、D さんは現在の職場に愛着を持っている。 

週５⽇勤務であり、1 ⽇当たりの所定労働時間は８時 15 分〜17 時 15 分（休憩１時間）

の 8 時間である。時間外労働はほぼないが、まれに２〜３時間ほどある場合がある。 

嘱託の産業医が１名おり、⽉１回来社する。 

 

イ 両⽴⽀援を⾏うに⾄った経緯 
脳出⾎を発症した D さんは、⼊院当初から復職希望があったが、左半⾝の重度⿇痺と

注意障害のため早期復職は困難であった。発症から 1 年後に杖なしで歩⾏できるくらい

まで回復したため、再度、本⼈、産業医、上司とで話し合うこととなった。 

話合いの結果、左半⾝の⿇痺が残っているため、プレス作業⾃体は困難と考えられたが、

配置転換することで復職が可能かどうか検討することとした。 
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（２）様式例の記載例 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 
D さんと産業医、上司とで復職について話し合い、安全に業務を遂⾏できることを前提

として、復職に向けて検討することとした。検討にあたり、今までのプレス作業等は難し

いのではないかと考えられたことから、⼯場内の他の業務についても洗い出し、作業転換

の候補とした。その上で、仕事に影響する障害に関する内容、どのような作業であれば可

能かどうか、職場で必要な配慮は何か等について、勤務情報提供書を通じて主治医に意⾒

を求めることとした。 

 

イ 主治医意⾒書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、D さんに仕事の内容や職場

環境、復職に向けて悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された

質問内容を中⼼に、主治医意⾒書を作成した。 

意⾒書には、左半⾝⿇痺に伴って動作や姿勢が制限されること、注意障害への対応に関

しては職場において確認が必要であること、プレス作業は難しい⾒込みであるものの、技

術者としての経験を活かした就労継続であれば可能であると考えられること等について

記載した。また、通院への配慮が得られるよう、通院の頻度についても記載した。なお、

⽇常⽣活は⾃⼒で可能な状態まで回復しており、通勤も公共交通機関を利⽤して可能であ

ると⾒込まれることから、その旨を明記した。 

 

ウ 職場復帰⽀援プラン 【事業者において作成】 
主治医意⾒書を踏まえ、再度 D さんと産業医、上司とで話し合った結果、事務作業へ

作業転換して復職することとした。復職後１か⽉⽬までは体⼒⾯に配慮し、短時間勤務に

より経過を観察することし、問題がなければ２か⽉⽬以降は通常勤務に戻すプランとした。

復職後は１か⽉ごとに本⼈と産業医、⼈事部とで⾯談を⾏い、必要に応じてプランを⾒直

すことにした。 

 

エ 職場復帰⽀援プラン作成後の経過（補⾜） 
復職２か⽉後にプランの評価を⾏ったところ、注意障害の影響により、ツールを活⽤し

ても物忘れやミスが⽣じた。本⼈も事務作業の経験がなくストレスを感じていたことから、

本⼈との⼗分な話し合いのもと、退職することとした。 

退職に当たっては、⾝体障害者⼿帳や障害年⾦等、利⽤可能な制度の紹介を⾏い、制度

利⽤申請や再就職⽀援について病院の医療ソーシャルワーカー（以下、MSW）に相談す

ることにした。  



3 

退職が決まった段階で、病院の MSW、障害者就業・⽣活⽀援センターと連携して⽀援

を⾏うこととなった。 

退職後は障害年⾦による⽣活⽀援、障害者就業・⽣活⽀援センターと協働した就業⽀援

の結果、作業所を経て障害者雇⽤で新規就労した。 

 

（３）その他留意事項 
病気の罹患により障害が残った場合においても、主治医や産業医等の医師の意⾒を勘案

し、本⼈と⼗分に話し合った上で、治療と仕事の両⽴を図ることが望ましい。しかしなが

ら、就労により病気の増悪、再発や労働災害が⽣じる恐れがある場合には、復職や就労継

続に関して慎重な判断が求められる。治療と仕事の両⽴が困難であると判断した場合にお

いては、産業保健総合⽀援センターや障害者就業・⽣活⽀援センター、地域障害者職業セ

ンターをはじめとした関係機関に⽀援を求める等により、職業訓練や障害者雇⽤などの新

規就労の検討につながるよう配慮することも⽀援の１つとして想定される。 
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事例４（脳卒中）：勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    

  

・現在の業務内容が継続可能かどうか確認するために、

具体的に仕事の内容を記載 

・安全に業務を遂⾏できることが復職の前提となるた

め、危険業務（機械の運転・操作）や作業環境につい

ても記載 

・通院や体調管理のために利⽤可能な有給休暇に関する

情報を記載 

・必要に応じて新規付与のタイミングや付与⽇数、単位

（１⽇、半⽇、時間単位）等を記載 

・労働者本⼈と話し合い、復職に際して事業者や労働者

が悩んでいること、主治医に相談したいこと等、特に

主治医の意⾒がほしい点について明記 

・配置転換の可能性がある場合、他の業務内容の例⽰が

あると主治医は意⾒を書きやすい 

・情報の提供・活⽤⽬的の明記が必要 

・治療と仕事の両⽴のために利⽤可能な制度を明記 

（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時差出勤制

度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワーク）、試し

出勤制度など） 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当者、

連絡先を明記 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管理

などの⽀援が可能な体制があるかどうかを確認 

・特に意⾒を求められている点について確認 

・労働者の⾝体状況や作業環境を踏まえ、復職の可否や

必要と考えられる就業上の措置等を検討 

・安全衛⽣の観点から注意が必要な障害について、そ

の症状や対症法など、情報提供すべき事項を検討 

・労働者の意向も確認しながら、どのような仕事であ

れば可能か検討 

・労働者本⼈が記載事項に齟齬がないかを事業者に確認

した上で署名 

医療機関が確認する際のポイント 

・通院スケジュールを勘案して、復職後の通院は有給休

暇の利⽤で対応可能かどうか、労働者と確認 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不安

の有無等について確認 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予定

であるのかを確認 

・特に、安全衛⽣の観点から、障害の特徴を加味した注

意が必要な業務内容や作業環境について確認 
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事例４（脳卒中）：職場復帰の可否等について主治医の意⾒を求める際の様式例（主治医意⾒書）の記載例 

 
 

 

  
  ・⼈事部等の⾮医療職も閲覧することが想定されるため、可能

な限り専⾨⽤語を避け、平易な⾔葉で記載 

・勤務情報提供書に記載されていた業務内容や他の作業候補を

踏まえ、復職についての検討が可能かどうか意⾒を記載 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 

・措置期間後は必要に応じてプランの⾒直しや主治医の

意⾒の確認を⾏うことを想定 

・措置期間中であっても、復職後に労働者の状況が変わ

る場合もあり、状況に応じた対応が必要 ・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措置

や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載し、記載時

点で措置期間を超えることが予想される場合には、○か⽉後

に再検討といった記載も有効 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意⾒を求める時

期の⽬安になる 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問事

項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のものか、

望ましいものであるかが識別できるように記載 

・元の業務内容が困難と考えられる場合、職場から提案され

た業務内容から可能と考えられる業務内容や必要な配慮

を記載 

・復職後も通院が必要な場合、通院への配慮が得られるよう、

今後の治療⽅針や通院頻度を記載 

・職場のみでの検討が難しいことが予想される場合、医療機

関において相談や問い合わせを受け付ける旨を記載する

と、労働者や事業者にとって参考になる 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・業務内容の変更が必要な場合、本⼈の経験を⽣かし

た業務や、移⾏しやすい業務への転換等を検討 

・注意障害への対処について、職場での対応を検討 

・通勤⽅法の変更が必要な場合、対応を検討 

・病気が再発した場合などは、望ましい就業上の措置

等が変わる場合もある点に留意 

・ガイドラインで⽰された情報の取扱いに則り情報を取

り扱う 

・勤務情報提供書に記載した働き⽅によって復職が可能

と考えられるかどうか、主治医の意⾒を確認 

・労働者本⼈が主治医意⾒書の内容を理解・把握できるよう、

労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 
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事例４（脳卒中）：職場復帰⽀援プランの記載例 

 

 

 

   

・体調に応じて休憩を取ることができるよう、適時休憩

を認める旨を明記 

・プランの⾒直しや⾯談の実施時期を記載 

・本⼈や上司等が気を付けるべき事項があれば記載 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが分

かるよう、署名 

事業者が作成する際のポイント 

・主治医、産業医の意⾒を勘案し、労働者本⼈との話合

いも踏まえ、職場復帰⽀援プランを作成 

・障害の程度や通院の予定など、就業上の措置や配慮を

⾏うために必要な情報を整理 

・元の業務は困難であると予想されたため、事務作業に

転換し、問題がないかどうか確認するプランを設定 

・最初の１か⽉⽬は短時間勤務とし、問題がなければ２

か⽉⽬から通常勤務（時間外労働に制限あり）に戻す

ことを⽬標として設定 

・通院頻度や症状などについても参考情報として記載 


